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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月28日(2019.11.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の離間した第１の領域を含む光制御フィルムであって、各第１の領域は、約３００
ｎｍ～約４００ｎｍの第１の波長範囲、約４００ｎｍ～約７００ｎｍの第２の波長範囲、
及び約７００ｎｍ～約１２００ｎｍの第３の波長範囲のうちの１つ又は２つにおいて実質
的に低い透過率を有し、残りの波長範囲において実質的に高い透過率を有し、前記光制御
フィルムは、所定の第１の方向に沿って約７０度未満の第１の視野角を含む、光制御フィ
ルム。
【請求項２】
　複数の離間した第１の領域、及び第２の領域を含む光制御フィルムであって、各第１の
領域は、幅Ｗ及び高さＨ、Ｈ／Ｗ≧１を有し、各第１の領域は、所定の第１の波長範囲に
おいて実質的に高い透過率を有し、所定の重複しない第２の波長範囲において実質的に低
い透過率を有し、前記第２の領域は、前記所定の第１及び第２の波長範囲のそれぞれにお
いて実質的に高い透過率を有し、前記第２の領域は、前記第１の領域と交互になった複数
の第２の領域区分を含む、光制御フィルム。
【請求項３】
　複数の離間した第１の領域、及び第２の領域を含む光制御フィルムであって、前記光制
御フィルムの平面に対して垂直に入射する光については、
　前記光制御フィルムの平均光透過率が、より短い波長を有する所定の第１の波長範囲に
おいて約１０％未満であり、
　前記光制御フィルムの平均光透過率が、より長い波長を有する所定の第２の波長範囲に
おいて約５０％超であり、
　前記光制御フィルムの前記平面から約３０度以上で入射する光については、
　前記光制御フィルムの平均光透過率が、前記所定の第１及び第２の波長範囲のそれぞれ
において約２０％未満である、
　光制御フィルム。
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【請求項４】
　複数の離間した第１の領域、及び第２の領域を含む光制御フィルムであって、前記光制
御フィルムに入射する光の入射角が前記光制御フィルムの平面に対して約９０度から約６
０度に変化するとき、前記光制御フィルムの平均光透過率は、
　より短い波長を有する所定の第１の波長範囲においては、約１０％未満に、及び
　より長い波長を有する所定の第２の波長範囲においては、約４０％超に、
　変化する、光制御フィルム。
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